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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる

空間へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を

行う。

・世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 

―全ての人が使用しやすくなるよう、 

✓ 障害者、高齢者などに配慮したユニバーサルデザイン化の推進

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 
国民公園・国立公園のユニバーサルデザイン対応の推進 

該当施策の背景・

目的 

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015」（平成 27年６

月５日観光立国推進閣僚会議決定）において、ユニバーサルツーリズムの

推進に言及している。 

環境省が所管する国民公園や国立公園の美しい自然は、重要な観光資源

となっており、地域の活性化に寄与するところが大きく、更なる利用者の

増加を見込む上で、ユニバーサルデザイン対応は喫緊の課題となってい

る。 

このため、国民公園・国立公園において、高齢者、障がい者、ベビーカ

ー利用者、外国人など、あらゆる人が快適に過ごすことのできるよう、ユ

ニバーサルデザイン対応を推進する。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算：8,788,000 千円（内数） 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

該当施策概要 国民公園・国立公園においては、ユニバーサルデザインに係る簡易な修

繕、改修（サイン表示や段差の解消等）を速やかに実施する。また、施設

の新設、再整備や大規模改修を行う際には、多目的トイレ、園路の段差、

手すり、サイン表示等のユニバーサルデザインの導入が可能な施設におい

ては、ユニバーサルデザインに対応した施設整備を実施していく。 

問い合わせ先 

部局課 

担当者名 

連絡先 

環境省  

自然環境局国立公園課 

自然環境局国立公園課国立公園利用推進室 

自然環境局自然環境整備担当参事官室 

自然環境局総務課 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間

へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・ 世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 

－女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

警察官による公衆トイレへの立寄り等の実施 

該当施策の背景・

目的 

公衆トイレにおける不審者情報が寄せられたなどの犯罪発生等のおそ

れが認められる場合には、必要に応じて、警察官がパトロールの際に立

寄り等を行い、女性等の利用者が安心して使えるよう安全面への配慮が

必要であるため。 

該当施策の政策

手段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：都道府県警察への通知 ） 

該当施策概要  公衆トイレについて、犯罪発生等のおそれが認められる場合には、必要に

応じ、警察官がパトロールの際に立寄り等を行う。 

問い合わせ先 

部局課 

警察庁 

生活安全局地域課 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空

間へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・ 世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 

 -女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

自治体等と連携した防犯環境の整備 

該当施策の背景・

目的 

犯罪防止に配慮した環境設計による安全・安心まちづくりを推進して

おり、その一環として公共施設の一つである公衆便所の防犯環境整備も

含まれているもの。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：都道府県警察への通達） 

該当施策概要 警察庁では、道路、公園等の公共施設等において犯罪防止に配慮した環境

設計がなされるよう、「安全・安心まちづくり推進要綱」（平成 12年制定、平

成 26年最終改正）を制定し、各都道府県警察に通達している。 

本要綱は、公衆便所について照度の確保や防犯ベルの設置を求めているほ

か、犯罪の多い地区における防犯カメラの整備など、公共施設の整備・管理

に係る防犯上の留意事項を示したものとなっている。 

各都道府県警察においては、本要綱の趣旨を踏まえ、公衆便所の管理主体

となる自治体等に対し、防犯環境の整備を働きかけている。 

問い合わせ先 

部局課 

警察庁 

生活安全局生活安全企画課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４.暮らしの質の向上のための取組

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空

間へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、全ての人が使用

しやすくなるよう、女性の職域拡大に資するトイレ整備の促進 

該当施策名 

（事業名） 
職場における女性用トイレの整備等 

該当施策の背景・

目的 

労働安全衛生法に基づく衛生基準に、事務所における女性用トイレの設置

数に係る規定があり、当該規定に基づく措置の徹底を図る。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：指導の徹底     ） 

該当施策概要 事務所における女性用トイレの設置数に係る労働安全衛生法に基づく衛生基

準の遵守について、労働基準監督署による事業者への指導の徹底を図る。 

問い合わせ先 

部局課 

厚生労働省 

労働基準局安全衛生部労働衛生課 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４ 暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間

へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 

－ 快適に使用できるよう、清潔性の維持や使用時間の男女差に配慮し

た女性用トイレの行列解消 

－ 女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 

－ 全ての人が使用しやすくなるよう、 

 障害者、高齢者などに配慮したユニバーサルデザイン化の推進

 急増する訪日外国人にとって使用しやすい工夫

 女性の職域拡大に資するトイレ整備の促進

－ 被災時の生活環境を良好に維持できるよう、避難所のトイレの確保 

－ 観光客誘致を通じて地方創生に資するよう、地方のトイレ環境の改   

善といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 
地方公共団体への技術的助言 

該当施策の背景・

目的 

 地域住民の安心・安全の確保に大きな役割を果たす消防団について、消

防団員総数が減少する中、女性消防団員は年々増加しているところであ

り、女性が未加入の消防団においては、女性消防団員の入団について真剣

に取り組むこと、すでに女性消防団員が所属している消防団においては、

さらに積極的な女性の消防団への加入促進を図ることを働きかけるとと

もに、女性の参加が円滑に進むよう、快適なトイレ環境を実現するための

機運を醸成する。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：地方公共団体に対する技術的助言） 

該当施策概要  平成２６年３月に、消防団の拠点施設を整備するに当たり標準的に整備

することが必要な施設・機能として、女性用トイレ等を示したところ。今

後とも、随時、地方公共団体からの相談を受け付けるとともに、支援方策

について適切に周知を行っていく。 

問い合わせ先 

部局課 

消防庁 

国民保護・防災部地域防災室 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間

へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 

－快適に使用できるよう、清潔性の維持や使用時間の男女差に配慮した

女性用トイレの行列解消 

－女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 

－全ての人が使用しやすくなるよう、 

✓障害者、高齢者などに配慮したユニバーサルデザイン化の推進 

✓急増する訪日外国人にとって使用しやすい工夫 

✓女性の職域拡大に資するトイレ整備の促進 

－被災時の生活環境を良好に維持できるよう、避難所のトイレの確保 

－観光客誘致を通じて地方創生に資するよう、地方のトイレ環境の改 

 善 

 といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組 

該当施策の背景・

目的 

○ 消防の分野においては、平成２７年４月１日現在、全国の消防吏員に

占める女性の割合は２．４％と低水準。 

○ 消防庁では、昨年度末より「消防本部における女性職員の更なる活躍

に向けた検討会（以下「検討会」という。）」を開催。報告書を７月中に

公表予定。 

○ 消防庁としても、消防サービスの向上、消防組織の活性化のためには、

女性消防吏員の活躍推進を大きく進める必要がある。 

○ 女性消防吏員を増加させるためには、女性専用トイレの整備も含めた

女性消防吏員が配置される施設の増加を強力に進めることが必要。 

（注）消防吏員：階級を持ち、消火活動中の緊急措置等、消防法上の権限を有する者。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：消防組織法第３７条の規定に基づく助言） 

該当施策概要 ○ 各消防本部においては、取組の強化に速やかに着手する必要があるこ

とから、検討会報告書の公表と併せ、消防庁次長から都道府県知事あて
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に、消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進に

ついて通知を発出予定。 

○ この通知において、女性消防吏員の活躍推進を進めるための取組の一

つとして、女性消防吏員の活躍の場を広げるため、消防本部・消防署・

支所等において、トイレを含む女性専用の施設整備を計画的に推進する

よう助言。 

○ 消防庁としても、財政措置を含めた取組支援策を検討。

問い合わせ先 

部局課 

総務省 

消防庁消防・救急課 
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「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミ

ュニケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやす

くなる空間へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向

で取組を行う。

－快適に使用できるよう、清潔性の維持や使用時間の男女差に配

慮した女性用トイレの行列解消 

－女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 

－全ての人が使用しやすくなるよう、 

 女性の職域拡大に資するトイレ整備の促進

－観光客誘致を通じて地方創生に資するよう、地方のトイレ環境の

改善 

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

トイレ等の環境整備・利用のあり方に関する啓発活動等の実施 

該当施策の背景・

目的 

平成２６年１０月に取りまとめられた「すべての女性が輝く政策パッ

ケージ」において、女性の「暮らしの質」を高めることが重要であると

され、女性用トイレの混雑緩和や男性用トイレへのおむつ替えスペース

の設置、観光地のトイレ対応等のトイレの質の向上が課題として挙がっ

ている。 

そのため、公共施設や公共交通を所管する国土交通省としても、これ

らの施設等におけるトイレの質の向上に取り組むことが必要である。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

257



該当施策概要 公共施設や公共交通機関等におけるトイレの使用方法・マナー向上

や、授乳・おむつ替えスペースの確保に向け、事業者等と連携した啓発

活動（キャンペーン、ポスター配布等）を行う。 

女性の参画が少なかった分野におけるトイレ整備のあり方等につい

て、ＩＣＴを活用したトイレマップの試作等、現場・公共トイレ双方の

利用環境の整備に向けた調査検討を行う。 

また、観光地のトイレ対応については、上記の啓発活動に加え、新しい

技術の活用を含めた方策を調査・検討する（ベスト・プラクティス収集の

ための現地調査の実施、導入可能な技術についてのメーカー等へのヒアリ

ング等） 

問い合わせ先 

部局課 

国土交通省 

総合政策局安心生活政策課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニケーショ
ンの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間へと転換する象徴
として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・ 世界で最も快適なトイレ環境を実現する。このため、 
－快適に使用できるよう、清潔性の維持や使用時間の男女差に配慮した女性
用トイレの行列解消 

－女性が安心して使えるよう、安全面への配慮 
－全ての人が使用しやすくなるよう、 

 障害者、高齢者などに配慮したユニバーサルデザイン化の推進
 急増する訪日外国人にとって使用しやすい工夫
 女性の職域拡大に資するトイレ整備の促進

－被災時の生活環境を良好に維持できるよう、避難所のトイレの確保 
－観光客誘致を通じて地方創生に資するよう、地方のトイレ環境の善といったこ
とを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

被災者支援に関する総合的対策の推進経費①（うち 質の向上関係） 

該当施策の背景・

目的 

一般の避難所については、相談対応等が未整備であったり、トイレの改

善、高齢者や女性の生活の質の向上に向けた取組の推進などの課題が指摘

されている。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続 

※被災者支援に関する総合的対策の推進経費（継続）の一部 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：                ） 

該当施策概要 一般の避難所のトイレの改善など、生活の質の向上に関する「キャラバン運動」

を展開する。 

問い合わせ先 

部局課 

内閣府 

防災担当・被災者行政担当 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間へ

と転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

該当施策名 

（事業名） 
日本トイレ大賞 

該当施策の背景・

目的 

我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会

の活性化につなげるためには、女性の「暮らしの質」の向上が不可欠で

ある。このため、平成 27年度において、女性の「暮らしの質」の向上に

資する取組、とりわけ、すべての女性が暮らしやすくなる空間へと転換

する「象徴」となるトイレに関連する優れた取組事例を選定することに

よって、すべての女性が輝く社会づくりに資することを目的とする。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：好事例の発掘    ） 

該当施策概要 ５月２６日から７月２０日に広く募集を行い、集まった応募案件の中から選

考審査会を経て受賞案件を選定し、９月に表彰式を開催予定。また、受賞し

なかった案件についても、好事例集を作成し、発信を行う予定。 

問い合わせ先 

部局課 

内閣官房 

すべての女性が輝く社会づくり推進室 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 

①誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニケ

ーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間へと

転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

（略） 

・ 同時に、我が国はトイレに関し高い技術力を保有することから、 

－我が国の文化・伝統の強みを背景に持つ日本の高機能トイレの魅力

の海外発信 や世界をリードするための国際標準化 

－野外排泄人口が約 10億人という現状の改善に資するため、日本の

技術を活用した国際貢献 

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 

ビジット・ジャパン事業（訪日プロモーション） 

該当施策の背景・

目的 

訪日外国人旅行者を誘致するため、我が国の観光魅力を発信するビジッ

ト・ジャパン事業を実施。この中で、日本の高機能トイレの魅力につい

ても発信。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算：  ビジット・ジャパン関連予算 80億円の内数  

28年度要求方針： 新規  拡充  継続 

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に： ） 

該当施策概要 JNTO（日本政府観光局）が運営する、日本の様々な魅力を動画で発信する

ウェブサイト「Discover the Spirit of Japan」に掲載されている動画の

中で、日本の高機能トイレについても紹介。 

問い合わせ先 

部局課 

担当者名 

連絡先 

国土交通省観光庁 

国際観光課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることに鑑み，女性が暮らしやすくなる空間へ

と転換する象徴として，トイレに関し，以下の方向で取組を行う。

（中略） 

・同時に，我が国はトイレに関し高い技術力を保有することから， 

－我が国の文化・伝統の強みを背景に持つ日本の高機能トイレの魅力

の海外発信や世界をリードするための国際標準化 

－野外排泄人口が約１０億人という現状の改善に資するため，日本の

技術を活用した国際貢献 

といったことを重視しつつ，取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 
ＯＤＡによる途上国のトイレ支援 

該当施策の背景・

目的 

我が国は，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢

献することを目的として開発協力を推進している。こうした協力を通じ

て，我が国の平和と安全の維持，更なる繁栄の実現，安定性及び透明性が

高く見通しがつきやすい国際環境の実現，普遍的価値に基づく国際秩序の

維持・擁護といった国益の確保に貢献することとしている。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算：無償資金協力及びＪＩＣＡ運営費交付金の内数 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続 

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：  ） 

該当施策概要  インフラ未整備地域でも使用可能な環境配慮型トイレの導入，小学校にお

ける男女別トイレ棟の整備等のＯＤＡによる途上国のトイレ支援を実施す

る。 

問い合わせ先 

部局課 

外務省 

国際協力局 開発協力総括課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ① 誰もが毎日使用するトイレが特に女性にとって気分転換やコミュニ

ケーションの場でもあることにかんがみ、女性が暮らしやすくなる空間 

へと転換する象徴として、トイレに関し、以下の方向で取組を行う。 

・ 同時に、我が国はトイレに関し高い技術力を保有することから、 

－我が国の文化・伝統の強みを背景に持つ日本の高機能トイレの魅力の海

外発信や世界をリードするための国際標準化 

といったことを重視しつつ、取組を進める。 

該当施策名 

（事業名） 
温水洗浄便座の国際規格の開発 

該当施策の背景・

目的 

日本の「おもてなし文化」を凝縮・具現化した温水洗浄便座、を世界に発

信し、こうした日本製品の世界市場におけるシェアを一層拡大することが

期待できる。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：国際規格の作成    ） 

該当施策概要 温水洗浄便座の国際規格を作成し、平成 30年の規格発行を目指す。 

2014 年 10 月に日本から NP 提案を提出し、今年 2 月に NP 提案が承認され

た。現在ワーキングドラフトの作成中であり、秋頃をめどに完成予定。 

※ＮＰ（New Work Item Proposal）：新たな規格の策定、現行規格の改定を

提案すること 

問い合わせ先 

部局課 

経済産業省 

産業技術環境局 基準認証ユニット 国際標準課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 ４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （１）暮らしの質の向上に資する空間づくり 

小項目 ② 上記に加え、授乳室を含めたユニバーサルデザイン化を推進し、子連

れでの移動を容易にする取組を進める。

該当施策名 

（事業名） 

トイレ等の環境整備・利用のあり方に関する啓発活動等の実施 

該当施策の背景・

目的 

平成２６年１０月に取りまとめられた「すべての女性が輝く政策パッ

ケージ」において、女性の「暮らしの質」を高めることが重要であると

され、女性用トイレの混雑緩和や男性用トイレへのおむつ替えスペース

の設置、観光地のトイレ対応等のトイレの質の向上が課題として挙がっ

ている。 

そのため、公共施設や公共交通を所管する国土交通省としても、これ

らの施設等におけるトイレの質の向上に取り組むことが必要である。 

該当施策の政策手

段の分類 
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

27年度予算： 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：   ） 

該当施策概要 公共施設や公共交通機関等におけるトイレの使用方法・マナー向上

や、授乳・おむつ替えスペースの確保に向け、事業者等と連携した啓発

活動（キャンペーン、ポスター配布等）を行う。 

女性の参画が少なかった分野におけるトイレ整備のあり方等につい

て、ＩＣＴを活用したトイレマップの試作等、現場・公共トイレ双方の

利用環境の整備に向けた調査検討を行う。 

また、観光地のトイレ対応については、上記の啓発活動に加え、新しい

技術の活用を含めた方策を調査・検討する（ベスト・プラクティス収集の

ための現地調査の実施、導入可能な技術についてのメーカー等へのヒアリ

ング等） 

問い合わせ先 

部局課 

国土交通省 

総合政策局安心生活政策課 
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【別添２ 記入様式】 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」該当箇所 

大項目 
４．暮らしの質の向上のための取組 

中項目 （２）問題・課題を抱えた女性に対する情報提供と妊娠、出産、子育て、

介護等に係る支え合い 

小項目 ①・「女性応援ポータルサイト」の充実・強化等を通じたインターネット

上での情報のワンストップ化を図る。 

該当施策名 

（事業名） 
女性活躍促進に向けた情報システム構築 

該当施策の背景・

目的 

 

・女性のライフステージや多様な働き方・活躍に対応する支援情報が実

施機関毎に点在しているなど、必要な情報にアクセスし辛い状況にあ

る。 

・このため、政府として、女性の支援に関する様々な情報を利用者に利

便性の高い仕組みで一元的に提供するための総合的な情報プラットフ

ォーム「女性応援ポータルサイト」を平成 26年度末に開設したところ

であり、その継続的な情報更新などが必要。 

該当施策の政策手

段の分類 
 

  
Ａ 法令・制度改正 

Ｂ 税制改正要望 

Ｃ 予算 

    27年度予算：  13,474 千円 

※内数である場合はその旨記載。 

    28年度要求方針： 新規  拡充  継続  

※該当するものに○をしてください。 

Ｄ 機構定員要求 

Ｅ その他（具体的に：                ） 

該当施策概要 ・様々なライフステージにある女性のニーズに応える形で、国や都道府

県、男女共同参画センター、ＮＰＯ等の関連支援情報を集約・整理する

など、「女性活躍応援ポータルサイト」の継続的な情報更新及び機能拡

充（検索機能の強化等）を行う。 

問い合わせ先 

 部局課 

  

 

内閣府 

 男女共同参画局推進課 
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